令和7年度事業報告書

令和7年1月1日から令和7年12月31日まで

　　　　　　　特定非営利活動法人名古屋ろう国際センター　　　　



Ⅰ.　事業実施の方針
特定非営利活動法人名古屋ろう国際センターは、日本国内外の聴覚障害者(児)及び広く一般の人々に対して、聴覚障害者(児)支援に関する人材育成や情報提供、国際交流支援に関する事業を行い、聴覚障害者(児)の日常生活や就労などに係る問題の改善や解決を図ることにより、聴覚障害者(児)及び社会全体の福祉の向上と増進に寄与することを目的とする。

　具体的には、教室運営事業、生活支援・派遣事業、聴覚障害に関する情報提供事業、
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業を実施した。

　また、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業として「パレット」「パステル」「パズル」の3事業所を運営し、聴覚障害児及びその家族への継続的な支援を行った。特定非営利活動法人名古屋ろう国際センターは、日本国内外の聴覚障害者(児)及び広く一般の人々に対して、聴覚障害者(児)支援に関する人材育成や情報提供、国際交流支援に関する事業を行い、聴覚障害者(児)の日常生活や就労などに係る問題の改善や解決を図ることにより、聴覚障害者(児)及び社会全体の福祉の向上と増進に寄与することを目的とする。

具体的には、教室運営事業、生活支援・派遣事業、聴覚障害に関する情報提供事業、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業を実施した。
Ⅰ-2. 地域の課題
本法人は、聴覚障害者、特に外国籍のろう者や難聴者が地域社会の中で孤立しやすいという課題に対応するため、日本語教育、手話教育、学習支援及び情報提供などの事業を行っている。
聴覚障害者は音声による情報取得が難しいため、日本語の習得に困難を抱える場合が多く、
特に外国籍の聴覚障害者（ろう者や難聴者）は、「手話」「日本語」「社会制度」の三つの壁に直面している。
そのため、本法人では日本語講座、日本手話講座、日本語講師育成、大学等への講師派遣、情報発信などを通じて、聴覚障害者の社会参加と地域理解の促進を目的とした活動を行っている。
また、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業（パレット・パステル・パズル）を通じて、
聴覚障害児の言語発達支援や家族支援にも取り組んでいる。

これらの事業を通じて、聴覚障害者、聴覚障害児及びその家族、また一般市民を含む多くの地域住民に対して継続的な支援と理解促進を行っている。


Ⅱ.　事業の実施に関する事項	Comment by 認定 NPO法人　名古屋ろう国際センター: 

Ⅱ.　特定非営利活動に係る事業

１． 教室運営事業
	事 業 名
(定款に記載した事業)
	具体的な事業内容
	(A)当該事業の
実施日時
(B)当該事業の
実施場所
(C)従事者の人数
	(D)
受益対象者
の範囲
(E)人数
	事業費の額
（単位：千円）

	(1) 日本語講座

	日本人、外国籍の聴覚障害者（ろう者や難聴者）外国人聴覚障害者を対象に日本語の読解力向上のための講座を開講した。
・日本人ろう者3人
・外国人ろう者3人
	(A) 毎週(日)
13:30-16:00
(B) 本法人事務所
(C) 日本語教師2人・
日本語教師ボランティア2人
	(D)
聴覚障害がい者
・（日本人
・外国人）
(E)6人
	121
千0円


	(2)日本手話講座
	入門コースから通訳者コースまで個々のレベルに応じた手話講座を開講し、日本手話の習得、聴覚障害者の理解を図った。
	(A) (月)～（土）
(B) 本法人事務所
(C)手話講師2人
	(D)一般市民
(E)49人
	1,272,205円2,113
千円


	(3)日本語講師育成パソコン教室
	日本語を教える人材が少ないため講師を育成する個人のパソコン教室を実施。

	(A)2025(令和7)年1月～令和7年12月
　随時　) 2025(令和7)年1月から随時

(B) 本法人事務所
(C)講師4１人
	(D)
聴覚障害者
(E)4人実積なし
	1,205,1970千円

	(4)パソコン教室
	※当該年度は実施なし
	
	
	





２．２） 生活支援、派遣事業	
（1）聴覚障害者に対する通訳、翻訳事業
※　当該年度は実施なし実績なし


（2）生活支援事業
　　　　　※当該年度は実施なし※　実績なし

	（3）講師派遣 
	多文化・聴覚障害者理解のため、講師を派遣した.

	(A)2025(令和7)年1月～令和7年12月 随時　

2025(令和7)年1月から随時
(B)
・公益財団法人名古屋YWCA　　　　　　　
・日本福祉大学　
対照言語学
社会言語学  
・名古屋経済大学市邨高等学校
・名古屋外国語大学　名古屋キャンパス

・専修学校　
さつき調理・福祉学院
・南山大学
(C)手話講師2人
	(D)
一般市民
(E)150人
	368,400400千円



３．３） 聴覚障害に関する情報提供事業
	聴覚障害に関する情報提供事業

	ホームページ・Instagram・facebook・Lineによる情報発信
	(A)2025(令和7)年1月～令和7年12月 随時　 2025(令和7)年1月から随時

(B) 本法人事務所
(C)職員2人
	(D)
 一般市民　
(E)
約1,000
　人人数　　
	0千円



４．４） 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
(1)児童発達支援・放課後等デイサービス
	「パレット」
名古屋市千種区

	・聴覚障害児を対象にした児童発達支援・放課後等デイサービスの「パレット」を開所し、聴覚障害児の支援

	(A)2025(令和7)年1月～令和7年12月 随時　(A) 2025(令和7)年1月から随時

(B)パレット
(C)児童発達支援管理責任者12人
・児童指導員、作業療法士
・保育士、その他従業員
12名
	(D)
聴覚障害児　
(E)１日
定員10人
（年間延べ利用者数2,600人）(D) 聴覚障害児　(E)1日定員10人
	26,705,12936,357
千円

	「パステル」
名古屋市千種区

	聴覚障害児を対象にした児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を開所し、の聴覚障害児の支援
	(A)(A)2025(令和7)年1月～令和7年12月 随時　 2025(令和7)年1月から随時 

(B)パステル
(C)児童発達支援管理責任者
・児童指導員、言語聴覚士
・保育士、その他従業員
15人
	(D)
聴覚障害児　
(E)１日
定員10人
（年間延べ利用者数2,400人）(D)聴覚障害児　
(E)１日定員10人

	30,265,81339,765
千円

	「パズル」
半田市新居町
	聴覚障害児を対象にした児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の聴覚障害児の支援聴覚障害児を対象にした児童発達支援・放課後等デイサービス「パズル」を所し、聴覚障害児の支援
	(A)2025(令和7)年1月～令和7年12月 随時　(A) 2025(令和7)年1月から随時

(B)パズル
(C) 児童発達支援管理責任者
・児童指導員、言語聴覚士
・保育士、その他従業員
12人
	(D)
)聴覚障害児　
(E)１日
定員10人
（年間延べ利用者数2,500人）
	32,046,15537,420
千円



(2) 聴覚障害児家族の手話教室
	パステル・パズル

	聴覚障害児の家族を対象に手話教室を開催
	(A) 隔週火曜、金曜日、週1
(B) パステル・パズル
(C) 職員5人
	(D) 
聴覚障害児
の家族
(E)16人
	0千円






Ⅲ　会議の開催に関する事項

１）　会議の開催に関する事項

（１）総会
ア　2025(令和7)年度第29回社員総会
（ア）開催日時及び場所
2025令和7年3月9日(日)16:30～17:30　当法人事務所会議室
（イ）議題
1 [bookmark: _Hlk219970665]2024(令和6)年度事業報告(案)の承認について
2 2024(令和6)年度活動計算(案)の承認について

イ　2025(令和7)年度第30回臨時社員総会
（ア）開催日時及び場所
2025令和7年11月9日(日）16:30～17:30　当法人事務所会議室
（イ）議題
第１号議案　2026(令和8)年度事業計画(案)の承認について
第2号議案　2026(令和8)年度活動予算(案)の承認について
第3号議案　定款変更について
① 事業内容追加　日本語教育育成
② 招集・記事録の書面表決者の記載方法について

（２）理事会
ア　2025（令和7）年度第31回理事会
（ア）開催日時及び場所
2025令和7年2月14日（金）18:00～18:30　当法人事務所会議室
（イ）議題
1 2024(令和6)年度事業報告(案)の承認について
2 2024(令和6)年度活動計算(案)の承認について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
イ　2025(令和7)年度第32回理事会
（1） 開催日時および場所
2025(令和7)年10月27日（月）18:00～18:30　当法人事務所会議室
（2） 議題
第１号議案　2026(令和8)年度事業計画(案)の承認について
第2号議案　2026(令和8)年度活動予算(案)の承認について
第3号議案　定款変更について
①　事業内容追加　日本語教育育成
②　招集・記事録の書面表決者の記載方法について



2

